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l 1．玄海地域の緊急時モニタリング地点及び一時移転等の実施単位 I 
A
 

緊急時モニタリング地点89地点を設定し、そこで測定された実測値に基づき迅速に防護措置を講ず
る区域を特定できるよう、一時移転等の実施単位毎に関運付けを行っている。

凡例
● モニタリングポスト等

● 大気モニタ併設 `9• 
＊ 大気モニタ及び さ

ヨウ素サンプラ併設
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l 2.PAZ内等の安定ヨウ素剤の事前配布 I 
佐賀県玄海町及び唐津市、長崎県松浦市では、安定ヨウ素剤の事前配布に係る住民説明会を開
催し、 同時に安定ヨウ素剤の事前配布を実施している。佐賀県では平成30年11月30日現在で

5、206人（ゼリー剤を含む。）に、長崎県では平成30年8月31日現在で940人（ゼリー剤を含む。）に事

前配布を実施。今後も継続して説明会等を開催し、配布を行う。
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（出は 1 2,104人 1 ,40人

※PAZ内及びp~に準じて防護措置を実籍する
地の対象住民薮

く安定ヨウ棄痢事薦配布瞬明会＞

医師J晨及び闘係市町職

員により、安定吟素剤の
効能や服用時期など、事
前配布に際し知っておくべ
き事項を説明し、安定ヨり
素剤を配布する。

| 3 避難住民等に対する安定ヨウ素剤の備菩と緊急配布 I 
A

A

 

佐賀県、長崎県、福岡県では避難住民に対する安定的素剤の緊急配布のための傭蓄。そのうち、
対象となる離島については、それぞれの離島において安定ヨウ素剤の傭蓄を実施。
緊急配布が必要となった場合は、集合場所等で、対象住民に順次配布を実施。

長嶋貫内の緊急配布
湯所： 85か所
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【凡例I
〇：安定”素嗣傭冨湯所
0：累憲配布場所 c•冨囀所を綜＜

•佐賀県：計77か所
（集合場所等、遷難経路上、
避麓退域時検査場所で緊急配布）

•長崎県：計85か所
（傭蓄場所、救護場所で緊急配布）

•福岡県：計44か所
（傭蓄場所、遍●経路上で緊急配布）

| 4．避難退域時検査場所の候補地の設定 I 

A
 

佐賀県、長崎県、福岡県では、緊急時の避難を円滑に行うため、 UPZ内人口や地域の道路事情等

を考慮し、避難元市町と各避難退域時検査場所の対応付けを行ったうえで、候補地をあらかじめ
準備。
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長崎鳳内の遷舅退域躊
検査湯所候褐地：10か所

［凡例］

●：遍難退域時検査場所（候襦地） 五
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玄海町

唐津市

多久市陸上競技場

杵藤クリーンセンター
他5施設

伊万里市

松浦市

佐世保市

＇ 長崎県

有田中央運動公園
他4施設

波佐見町体育センター・
波佐見町総合文化会館他3施設

三川内地区公民館
他1施設

平戸市
平戸文化センター

他1施設

壱岐市
勝本町ふれあいセンター
かざはや他1施設

福閾県 糸島市
揖閾市立樋岡女子高等
学校体育館他47施餃 5

 



＾ 
1玄海地域の緊急時対店（概要畜） R緊急時における対店体昔r
| t緊急時対応体制 I 

乙内閣府Cllbin<l Office, Government of Japan 

属子力災●鯖賃本•
＊●長：内閻鱈珊大巨

副本●長：内閣冒舅長富」冒子力防災岨蟻大臣．
瓢子力綱鯛委員會墾員長飽

原子力災害現地対策本部

本部長：内閣府副大臣

関係省庁要員が緊急時に参集

・住民広報や避難

計画に基づき避

難・屋内退避等

“ 
関係県

災害対策本部 さ
合同対策協議会により、必蔓な情報共有と応急対策を実施

要謂

lo賽鵬艤●（讐奮、渭防””..）
〇権定公共●●(Ill立＂寛圃覺法人量子騎零桟衝弩文霞覺●綱．霧立＂寅霧覺法人日本願子力閾寅圃覺・綱事 ）

原子力事業者

l 2．住民への情報伝達体制 I 
► 防護措置（避難、屋内退避、 一時移転、安定ヨウ素剤の服用指示等）が必要になった場合は、原子力

災害対策本部等から、佐賀県、長崎県、福岡県及び関係市町に、その内容をlV会議等を活用し迅速

に情報提供。

► 関係市町は、防災行政無線、 CATV、緊急速報メールサーピス、広報車等を活用し、住民へ情報を伝違．

＜襲係市町が整●する住民への主な情輯伝違手段の例＞

一U TV会議等を活用し
迅速に情報伝達

皿

| 3．実動組織の広域支援体制 I 
► 地域レペルで対応が困難な場合は、佐賀県、長崎県、福岡県及び関係市町からの要請を踏まえ、

政府をあげて、全国規模の実動組織による支援を実施。

► オフサイトセンターにおいて集約した関係市町からの様々な要請に対し、原子力災害対策本部（官邸・

ERC（原子力規制庁緊急時対応センター））の調整により、必要に応じ全国の実動組織（警察、消防、
海保庁、自衛隊）による支援を実施。

全国の実動組織による支援

一全国の椰道府県警察による支援

一全国の市町村消防が所属する
彗道府県単位による支援

-"札幌i‘.全国の管区海上保安本部による支援

ム層Uり憤、"'全国の陸•海・空の自衛隊による支援

曇薦 ．． 
lil91皿．． m
”, .. 11 鴫玉

•鳳9---• -1 
力災害対蒙--

I 

官騒）

干●

4 自然災害などの複合災害で想定される実動組織の活動例 I 
佐賀県、長崎県、福岡県と関係市町との隣整を踏まえ、必要に応じ広域応援を実施．

の輸送車両の先導
湯・交通規制

逮
：への立ち入り制限等 胃口醤記暉|
援者の懺送の支援

住民避難の支援
，・支援

：難指示の伝違
警戒活動
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平成28年11月22日
改定平成31年 1月 9日

げんかい

玄海地域の緊急時対店
（全体版）

内閣府政策統括官（原子力防災担当）

玄海地域原子力防災協議会 ・

ー

乙内閣府Cabinet Offict, Government or Japan 

1.はじめに

2.器磁熾域の概要

Q 3．緊急事態における対店体胴

4. PAZ内の施謳敷地緊急事態における対応

5. PAZ内の金園緊急事態における対虚

&. UPZ内における対店

7. UPZ内の離島における対店

8.冷却告示の対象である1号機に係る対霜

9.紋射線防謹資機材◆物資．燃料の備蓄・供給体制

1 o.緊急時そこ9リ)グの実篇体制

11.原子力災害時の國憲の実施体制

12.国の実動繍織の支羅体制
（注）本資料の地図は、 (C)2016ZENRJN (Z05Eー第175号）及び（C)201 SZENRIN (Z05Eー第175号）を用いている。
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